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令和6年3月31日まで努力義務

令和6年4月1日からは義務化されます。基準省令等を確認の上、
体制整備を行ってください。
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1 感染症対策の強化【全サービス共通】

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組
の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。

・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、

研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施。

・その他のサービス（訪問系サービス、通所系サービス、短期入

所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支

援、居住系サービス）について、委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等。
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2 業務継続に向けた取組みの強化【全サービス共通】

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービス
が継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サー
ビス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実
施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。



令和6年4月1日から義務化



3 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
【全サービス共通】

※新入職員の受講は1年の猶予期間あり

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の
人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護にかかわる全ての
者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員
のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対し、認知症介護
基礎研修を受講させるための措置を講じることを介護サービス事
業者に義務づける。



4 高齢者虐待防止の推進【全サービス共通】

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐
待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため
の委員会の開催、指針の整備、研修実施、担当者の選任を義務づ
ける。

※運営規程の変更を要する



高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

【目的】(法第1条)

高齢者虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳保持のため虐待防止を図ることが重要であることから、虐待防止等に関す
る国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に係る
施策を促進し、もって高齢者の権利利益の養護に資すること。

【定義】(法第2条)

・「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。(65歳未満の養介護施設入所等障害者を含む)

・「高齢者虐待」とは、①養護者による高齢者虐待②養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

・高齢者虐待の類型は身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待

【養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応の流れ】(法第20～25条)



養介護施設従事者等による虐待に係る統計(令和3年度厚生労働省調査より)

増加傾向
にある



養介護施設従事者等による虐待に係る統計(令和３年度厚生労働省調査より)



養介護施設従事者等による虐待に係る統計(令和3年度厚生労働省調査より)



高齢者虐待防止の推進

• 虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又
はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修
の実施、担当者の選任）が講じられていない場合に基本報酬を
減算する。

令和６年４月~


